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永平寺町最低制限価格制度実施要領(平成21年永平寺町告示第29号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

永平寺町最低制限価格制度実施要領 永平寺町最低制限価格制度実施要領 

平成21年６月12日 平成21年６月12日 

告示第29号 告示第29号 

(趣旨) (趣旨) 

第１条 （略） 第１条 （略） 

(適用対象工事等) (適用対象工事等) 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(最低制限価格) (最低制限価格) 

第３条 （略） 第３条 （略） 

(工事に係る最低制限価格の設定方法) (工事に係る最低制限価格の設定方法) 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 最低制限価格は、同条第１項の規定にかかわらず、前項の規定によ

り算出される最低制限基準価格にランダム係数(0.9900から1.0000ま

での範囲内において、福井県と共同運用する福井県電子入札システム

が無作為に抽出した数値をいう。)を乗じて得た額とする。 

(委託業務に係る最低制限価格の設定方法) (委託業務に係る最低制限価格の設定方法) 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 
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 ３ 前条第３項の規定は、業務委託契約の場合において準用する。 

(入札参加者への周知) (入札参加者への周知) 

第６条 （略） 第６条 （略） 

(落札者の決定) (落札者の決定) 

第７条 （略） 第７条 （略） 

附 則 附 則 

（略） （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 


